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   愛媛県今治警察署協議会会議録 

 

  （令和７年度第３回） 

 

       

日 

時 
令和８年１月26日（月）午後１時30分～午後３時30分 

 
出

席

者 

１ 警察署協議会 

会長以下11名 

２ 警察署 

  署長以下12名 

 

 

 

 

 

 

 

 

議

 

 

事

 

 

概

 

 

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会長挨拶 

⑴ 日頃の警察活動に対する謝辞 

⑵ 積極的な意見発表の依頼 

２ 署長挨拶 

⑴ 管内の事件・事故の発生状況の説明 

⑵ 諮問に対する積極的な答申・意見の依頼 

３ 業務推進結果、業務推進計画の説明   

  令和７年９月から 12 月までの業務推進結果、令和８年１月から４月ま

での業務推進計画について、各課長が報告、説明した。 

４ 諮問及び答申 

諮問 答申 

令和８年今治警察署運営目標に

ついて 

○ 詐欺被害に関する工夫を凝ら

した広報活動 

○ 交通事故が多発する原因の究

明と対策 

を推進していただきたい。 

  

５ 質疑応答、意見要望等 

 ⑴ 質疑応答 

【質問】 道路交通法の改正に伴い、今年の４月から自転車の交通違反

に対して「交通反則通告制度」が適用されることになる。 

     学生に対する交通安全教育については頻繁に実施しているこ

とは承知しているが、学生以外の自転車利用者については、ま

だまだ交通ルールが浸透していないように感じる。 

今後の交通ルールの浸透に資する活動について方針が決まっ

ているものがあれば教えてほしい。 

【回答】 自転車に交通反則通告制度が適用されるということは、自転

車を運転する上でのルールが変わるわけではなく、違反をした

場合の手続きが変わるということである。 

     よって、従来の方針を継続し、交通取締りなどの街頭活動を

通じて、交通ルールに対する規範意識の醸成を図るとともに、

対象が 16 歳以上ということもあるので、現在、管内の高校全て

に制度の周知徹底を図るべく教養を実施している。 
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【質問】 道路脇に設置されているラバーポールについて、破損してい

る場合は、どこに問い合わせればよいか。 

【回答】 ラバーポールに関する問い合わせ先は、道路管理者となる。 

     ただし、破損している場合、当て逃げや故意に壊された可能

性もあることから、不審に思われた場合は、警察への通報も検

討してみてほしい。 

 ⑵ 意見要望 

  ○ 配付された資料で「ワークライフバランス」というフレーズ

を『仕事と私生活の調和』と表現しているのが分かりやすくて

良かった。 

  ○ 詐欺被害防止に関する広報活動について、一般市民は、 

◇ 詐欺の被害について相談したいが、ほかの人に話すの

は恥ずかしい。 

◇ 110 番に電話を架けるのは、緊急時以外では馴染まない

のではないか。 

   という感覚を持っている。 

    そのような場合は、警察相談専用電話「#9110」に電話を架け

て相談するのが妥当と考えられるが、実際はあまり浸透してい

ない。 

これを機に「#9110」の普及と利用促進に関する広報活動を推

進してほしい。 

  ○ 愛媛県は、人口 10 万人あたりの交通事故死者数が多い。 

    交通死亡事故を含め、愛媛県での交通事故の発生件数が多く

なる原因や傾向を分析し、これまで以上に効果的な交通事故抑

止対策を推進してほしい。 

６ その他 

  会議終了後に、逮捕術訓練を視察した。 

    【会議状況】         【視察状況】 

  

 


